
「都道首都高速１号線等に関する事業」別紙－２８料金の額及びその徴収期間 別添２及び別

添３の一部について下記のとおり変更しました。 

 

記 

 

料金の額及びその徴収期間 別添２中 

「 

 神奈川県道高速横浜羽田空港線及び都道高速横浜羽田空港線 

 

 
－

2.2 －

1.3 3.5 －

－ － － －

0.7 1.5 2.8 5.0 －
2.4 3.1 3.9 5.2 7.4 －

－ － － － － － －

－ － 3.0 3.7 4.5 5.8 8.0 －

0.5 － － 3.5 4.2 5.0 6.3 8.5 －

－ 1.2 1.2 1.8 4.2 4.9 5.7 7.0 9.2 －
1.0 － 2.2 2.2 2.8 5.2 5.9 6.7 8.0 10.2 －

山下町

新山下
本牧JCT

守屋町

子安

東神奈川

金港JCT

横浜駅東口

みなとみらい

横浜公園
石川町

石川町JCT

 」を 

「 

 神奈川県道高速横浜羽田空港線及び都道高速横浜羽田空港線 

 

 

 
－

2.2 －

1.3 3.5 －

－ － － －

0.7 1.5 2.8 5.0 －
2.4 3.1 3.9 5.2 7.4 －

－ － － － － － －

－ － 3.0 3.7 4.5 5.8 8.0 －

0.5 － － 3.5 4.2 5.0 6.3 8.5 －

－ 1.2 1.2 1.8 4.2 4.9 5.7 7.0 9.2 －
1.0 － 2.2 2.2 2.8 5.2 5.9 6.7 8.0 9.5 －

山下町

新山下
本牧JCT

守屋町

子安

東神奈川

金港JCT

横浜駅東口

みなとみらい

横浜公園
石川町

石川町JCT

 」に、 

 

「              「 

 神奈川県道高速湾岸線              神奈川県道高速湾岸線 

     
南本牧ふ頭

（仮称）  」を        
南本牧ふ頭

 」に、 

 

「                      

 横浜市道高速横浜環状北線                          

 

 

0.8

2.9 3.7

3.3 6.2 7.0

1.2 4.5 7.4 8.2

生麦JCT
新生麦
（仮称）馬場

（仮称）新横浜
（仮称）港北ＪＣＴ（仮称）

・港北（仮称）
 」を 

 

 



「 

横浜市道高速横浜環状北線 

0.8

2.9 3.7

3.3 6.2 7.0

1.2 4.5 7.4 8.2

生麦JCT

岸谷生麦

馬場

新横浜
横浜港北ＪＣＴ・

港北（仮称）
 」に、 

 

「             「 

横浜市道高速横浜環状北西線        横浜市道高速横浜環状北西線 

 7.1

港北ＪＣＴ（仮称）

・港北（仮称）横浜青葉
JCT（仮称）  」を    7.1

横浜港北ＪＣＴ・

港北（仮称）
横浜青葉JCT

（仮称）  」に、 

 

別添３中 

「 

新生麦（仮称）〔港北ジャンクション（仮称）方向へ進行する入口に限
る〕（ただし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用す
る。）

7.4

新生麦（仮称）〔港北ジャンクション（仮称）方向へ進行する入口に限
る〕（ただし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用す
る。）

14.5

新横浜（仮称）〔港北ジャンクション（仮称）方向へ進行する入口に限
る〕（ただし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用す
る。）

1.2

新横浜（仮称）〔港北ジャンクション（仮称）方向へ進行する入口に限
る〕（ただし、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用す
る。）

8.3

 」を 

「 

 

岸谷生麦（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る）（ただ
し、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用する。）

7.4

岸谷生麦（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る）（ただ
し、横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用する。）

14.5

新横浜（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る）（ただし、
横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日まで適用する。）

1.2

新横浜（横浜港北ジャンクション方向へ進行する入口に限る）（ただし、
横浜市道高速横浜環状北西線の供用開始の期日から適用する。）

8.3

 」に変更する。 

 

以 上  


